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訪問看護の24時間対応は安心して在宅療養をしていくためには重要であるが、24時間対応は訪問看護ス

テーション事業所にとって負担が大きい。

規模が大きな事業所は24時間対応体制加算等※の届出割合が大きいという理由から、現在、事業所規模

を拡大させる政策が取られている。

しかし、24時間対応をするか（加算を算定するか）は、利用者一人ひとりに対して利用者と事業所間で決め

られるため、同加算の届出をしていたとしても適切に24時間対応が提供（加算が算定）されているかはわか

らず、この課題に対する調査はほとんど行われていない。

2※ 介護保険については緊急時訪問看護加算

課題・目的

資料 中央社会保険医療協議会総会（第 500 回）,在宅（その5）について,令和3年11月26日



東京都世田谷区の在宅医療・介護連携推進事業において、訪問看護ステーションは96事業

所に対してアンケート調査を行い、看護職員数が多いことが24時間対応体制加算等の届出増

加につながっているか調査した。

方法 調査票を郵送、FAXにて回答

質問 ① 加算届出状況

② 職員数

③ 24時間対応体制加算等の算定患者数 等

回答 世田谷区内の訪問看護ステーション 40箇所 （回答率42％）

患者情報 5,970名分
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方法
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結果１ 事業所ごとの看護職員数

事業所ごとの看護職員数（常勤換算）は3～33人と開きがあり、平均6.6人、中央値4.3人であった。
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5医療保険の24時間対応体制加算とは、利用者やその家族等からの電話等による連絡や相談に常時対応でき、必要に応じて緊急時の対応を行うことができる体制を評価する加算

結果２-１ （医療保険）24時間対応体制加算の届出割合 と 算定割合

医療保険の24時間対応体制加算の届出は100％に対して、利用者への算定率は48％であった。
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6介護保険の緊急時訪問看護加算とは、中重度の要介護者に対応するために24時間365日、緊急の連絡や緊急の相談、緊急時の訪問依頼等に対応する体制を構築していることを評価する加算

結果２-２ （介護保険）緊急時訪問看護加算の届出割合 と 算定割合

介護保険の緊急時訪問看護加算の届出は95％に対して、利用者への算定率は41％であった。
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結果３ 事業所規模 と 訪問看護利用者数 の関係

常勤換算看護職員数を「事業所規模」と考えた場合、事業所規模が大きいほど利用者数（看護職員による訪問）は
多くなる。
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8※24時間対応体制加算等※ 医療保険の24時間対応体制加算と介護保険の緊急時訪問看護加算

結果４ 事業所規模 と 24時間対応体制加算等の算定割合の関係

しかし、利用者への算定率は事業所によって0～100％と差が大きく、規模が大きくても利用者への算定率は高くは
なかった（相関はなかった）。小規模でも算定率が高い事業所もあれば、大規模でも算定率の低い事業所がある。

y = -0.0024x + 0.4296
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1. 訪問看護ステーションの規模が大きくても、利用者単位で24時間対応が充実しているわけではない。

2. 24時間対応の提供（加算の算定）は、事業所によって大きく異っている。

これは24時間対応を提供するかどうかが事業所に委ねられていることや、診療報酬の構造や評価の低

さ（24時間対応体制加算は月6,400円）が起因していると考えられる。

3. 今後、訪問看護の24時間体制を充実させていくためには、事業所の規模ではなく、利用者の状態や算定

実績に応じた報酬制度づくりを検討する必要がある。

例えば、

・「訪問看護管理療養費」について、利用者の重症度によって評価を変え（在宅時医学総合管理料のよう

に） 、重症度が高い場合は［24時間対応］を必須とする

・ ［24時間対応］の必要性については、医師も判断に加わり、訪問看護指示書の中で明示する

などの方法が考えられる。
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考察・今後の課題
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